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の
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る
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(
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○
青
森
県
病
院
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規

程

(
同
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正

誤

○
平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
九
日
定
例
公
営
企
業
中

(

病

院

局

経
営
企
画
室)
…

�

公

営

企

業

青
森
県
公
営
企
業
非
常
勤
職
員
等
の
任
用
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
一
号

青
森
県
公
営
企
業
非
常
勤
職
員
等
の
任
用
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
公
営
企
業
非
常
勤
職
員
等
の
任
用
に
関
す
る
規
程

(

昭
和
四
十
二
年
四
月
青
森
県
公
営
企

業
管
理
規
程
第
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
号
中

｢

三
十
時
間｣

を

｢

二
十
九
時
間｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
公
営
企
業
職
員
就
業
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
二
号

青
森
県
公
営
企
業
職
員
就
業
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
公
営
企
業
職
員
就
業
規
則

(

昭
和
四
十
二
年
四
月
青
森
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
の
表
中

｢

午
後
五
時
三
十
分｣

を

｢

午
後
五
時
十
五
分｣

に
改
め
、
同
条
に
次
の

三
項
を
加
え
る
。

９

知
事
は
、
青
森
県
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程

(

昭
和
四
十
九
年
四
月
青
森
県
公
営
企
業

管
理
規
程
第
九
号)

第
六
条
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条

例

(

昭
和
二
十
六
年
七
月
青
森
県
条
例
第
三
十
七
号)

の
適
用
を
受
け
る
者
に
適
用
さ
れ
る
同
条

例
第
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
時
間
外
勤
務
手
当
を
支
給
す
べ
き
一
般
の
勤
務
に
従
事
す
る

職
員
に
対
し
て
、
当
該
時
間
外
勤
務
手
当
の
一
部
の
支
給
に
代
わ
る
措
置
の
対
象
と
な
る
べ
き
時

間

(

以
下

｢
時
間
外
勤
務
代
休
時
間｣

と
い
う
。)

と
し
て
、
同
項
に
規
定
す
る
六
十
時
間
を
超

え
て
勤
務
し
た
全
時
間
に
係
る
月
の
末
日
の
翌
日
か
ら
同
日
を
起
算
日
と
す
る
二
月
後
の
日
ま
で

の
期
間
内
に
あ
る
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
が
割
り
振
ら
れ
た
日

(

以
下

｢

勤
務
日
等｣

と
い
う
。)

(

第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
休
日
及
び
代
休
日
を
除
く
。)

に
割

り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
の
全
部
又
は
一
部
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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10

前
項
の
規
定
に
よ
り
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
を
指
定
さ
れ
た
一
般
の
勤
務
に
従
事
す
る
職
員
は
、

当
該
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
に
は
、
特
に
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
る
場
合
を
除
き
、
正
規
の

勤
務
時
間
に
お
い
て
も
勤
務
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

11

時
間
外
勤
務
代
休
時
間
の
指
定
に
つ
い
て
は
、
前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
職
員
の
勤
務

時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例

(

平
成
七
年
七
月
青
森
県
条
例
第
十
六
号)

の
適
用
を
受
け
る
職

員
の
例
に
よ
る
。

第
五
条
第
一
項
中

｢
第
三
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
が
割
り
振
ら
れ
た
日

(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て

｢
勤
務
日
等｣

と
い
う
。)

｣

を

｢

勤
務
日
等｣

に
、

｢

、
勤
務
す
る
こ

と
を
命
じ
た｣

を

｢

、
当
該
休
日
前
に
、
当
該
休
日
に
代
わ
る
日

(

以
下

｢

代
休
日｣

と
い
う
。)

と
し
て
、
当
該｣

に
、｢

休
日
等
を
除
く
。)

に
つ
い
て
、
当
該
休
日
前
に
、
当
該
休
日
に
代
わ
る

日

(

以
下

｢

代
休
日｣

と
い
う
。)
と
し
て
、
当
該
休
日
後
の
勤
務
日
等

(｣

を

｢

第
三
条
第
九
項

の
規
定
に
よ
り
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
が
指
定
さ
れ
た
勤
務
日
等
及
び｣

に
改
め
る
。

第
六
条
の
二
第
三
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
年
次
休
暇
の
残
日
数
の
す
べ
て
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
残
日

数
に
一
時
間
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
残
日
数
の
す
べ
て
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
条
の
二
第
四
項
中

｢

八
時
間｣

を

｢

七
時
間
四
十
五
分｣
に
改
め
る
。

第
六
条
の
四
第
一
項
第
十
七
号
中

｢

週
休
日｣

の
下
に

｢

、
第
三
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
割
り

振
ら
れ
た
勤
務
時
間
の
全
部
に
つ
い
て
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
が
指
定
さ
れ
た
勤
務
日
等｣

を
加
え

る
。第

六
条
の
四
第
二
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
当
該
休
暇
の
残
日
数
の
す
べ
て
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
残
日

数
に
一
時
間
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
残
日
数
の
す
べ
て
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
七
条
の
二
中

｢

適
用
さ
れ
る｣

の
下
に

｢

育
児
休
業
法｣

を
加
え
、
同
条
第
一
号
中

｢
当
該
職

員
の
一
週
間
当
た
り
の
通
常
の
勤
務
時
間
に
十
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
時
間｣

を

｢

十
分
の
一
勤
務

時
間

(

当
該
職
員
の
一
週
間
当
た
り
の
通
常
の
勤
務
時
間

(

以
下
こ
の
条
に
お
い
て

｢

週
間
勤
務
時

間｣

と
い
う
。)

に
十
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
時
間
に
端
数
処
理

(

五
分
を
最
小
の
単
位
と
し
、
こ

れ
に
満
た
な
い
端
数
を
切
り
上
げ
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。)

を
行
つ
て
得

た
時
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。)

｣

に
改
め
、
同
条
第
二
号
中

｢

当
該
職
員
の
一

週
間
当
た
り
の
通
常
の
勤
務
時
間
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
時
間｣

を

｢

八
分
の
一
勤
務
時
間

(

週
間
勤
務
時
間
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
時
間
に
端
数
処
理
を
行
つ
て
得
た
時
間
を
い
う
。)

｣

に
改
め
、
同
条
第
三
号
中

｢

当
該
職
員
の
一
週
間
当
た
り
の
通
常
の
勤
務
時
間
に
五
分
の
一
を
乗
じ

て
得
た
時
間｣

を

｢

五
分
の
一
勤
務
時
間

(

週
間
勤
務
時
間
に
五
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
時
間
に
端

数
処
理
を
行
つ
て
得
た
時
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。)

｣

に
改
め
、
同
条
第
四
号

中

｢

当
該
職
員
の
一
週
間
当
た
り
の
通
常
の
勤
務
時
間
に
五
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
時
間｣

を

｢

五

分
の
一
勤
務
時
間｣

に
、

｢

当
該
職
員
の
一
週
間
当
た
り
の
通
常
の
勤
務
時
間
に
十
分
の
一
を
乗
じ

て
得
た
時
間｣

を

｢

十
分
の
一
勤
務
時
間｣

に
改
め
る
。

第
九
条
第
一
項
の
表
中

｢

午
後
五
時
三
十
分｣

を

｢

午
後
五
時
十
五
分｣

に
改
め
、
同
条
第
五
項

第
一
号
及
び
第
二
号
中｢

二
十
時
間
、
二
十
四
時
間
又
は
二
十
五
時
間｣

を｢

十
九
時
間
二
十
五
分
、

十
九
時
間
三
十
五
分
、
二
十
三
時
間
十
五
分
又
は
二
十
四
時
間
三
十
五
分｣

に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中｢

(

昭
和
四
十
九
年
四
月
青
森
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
九
号)

｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
公
営
企
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
三
号

青
森
県
公
営
企
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
公
営
企
業
財
務
規
程

(

昭
和
四
十
二
年
四
月
青
森
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
六
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
二
十
九
条
第
一
項
第
三
号
中

｢

三
・
六
パ
ー
セ
ン
ト｣

を

｢

三
・
三
パ
ー
セ
ン
ト｣

に
改
め

る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
病
院
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
病
院
事
業
管
理
者

吉

田

茂

昭

青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
二
号
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青
森
県
病
院
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
病
院
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程

(

平
成
十
九
年
三
月
青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
一

号)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
二
項
中

｢

、
歯
科｣

を
削
る
。

第
七
条
第
二
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

看
護
に
係
る
企
画
、
立
案
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
二
中

｢
(

運
営
部
長
を
除
く
。)

｣

を
削
る
。

別
表
第
三
技
師
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
四
病
院
局
長
の
項
中
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
を
削
り
、
第
十
三
号
を
第
十
号
と
し
、

第
十
四
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
十
五
号
を
第
十
二
号
と
し
、
同
表
運
営
部
長
の
項
の
第
一
号
ニ
中

｢

割
振
り
、｣

の
下
に

｢

時
間
外
勤
務
代
休
時
間
及
び｣
を
加
え
、
同
項
の
第
二
号
を
次
の
よ
う
に

改
め
る
。

二

中
央
病
院
の
職
員

(

院
長
、
医
療
管
理
監
、
副
院
長
、
各
セ
ン
タ
ー
長
、
各
部
門
長
、
各
部

長
、
各
副
セ
ン
タ
ー
長
及
び
各
室
長

(

以
下

｢

院
長
等｣

と
い
う
。)
を
除
く
。)

に
係
る
次

の
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

イ

時
間
外
勤
務
命
令

(

庶
務
担
当
課
長
及
び
看
護
部
長
の
専
決
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

に

関
す
る
こ
と
。

ロ

週
休
日
の
振
替
等
、
勤
務
時
間
の
割
振
り
、
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
及
び
休
日
の
代
休
日

の
指
定
並
び
に
休
暇

(

庶
務
担
当
課
長
及
び
看
護
部
長
の
専
決
に
係
る
も
の
を
除
く
。)
及

び
部
分
休
業
の
承
認
等
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
四
運
営
部
長
の
項
中
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
を
第
五
号
と
し
、

第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
同
項
の
第
八
号
中
ヘ
を
ト
と
し
、
同
号
ホ
中

｢

イ
か
ら
ニ
ま
で｣

を

｢

イ

か
ら
ホ
ま
で｣

に
、

｢

五
百
万
円｣

を

｢

一
億
円｣

に
改
め
、

｢

、
交
際
費｣

及
び

｢

、
食
糧
費｣

を
削
り
、
同
ホ
を
同
号
へ
と
し
、
同
号
ニ
中

｢

六
千
万
円｣

を

｢

一
億
円｣

に
改
め
、
同
ニ
を
同
号

ホ
と
し
、
同
号
中
ハ
を
ニ
と
し
、
同
号
ロ
中

｢

六
千
万
円｣

を

｢

一
億
円｣

に
改
め
、
同
ロ
を
同
号

ハ
と
し
、
同
号
イ
中

｢

六
千
万
円｣

を

｢

一
億
円｣

に
改
め
、
同
イ
を
同
号
ロ
と
し
、
同
ロ
の
前
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ

交
際
費
及
び
食
糧
費
に
係
る
支
出
負
担
行
為
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
四
運
営
部
長
の
項
中
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
同
項
の
第
九
号
中
ヘ
を
ト
と
し
、
同
号
ホ

中

｢

イ
か
ら
ニ
ま
で｣

を

｢

イ
か
ら
ホ
ま
で｣

に
、

｢

五
百
万
円｣

を

｢

一
億
円｣

に
改
め
、

｢

、

交
際
費｣

及
び

｢

、
食
糧
費｣

を
削
り
、
同
ホ
を
同
号
へ
と
し
、
同
号
ニ
中

｢

六
千
万
円｣

を

｢

一

億
円｣

に
改
め
、
同
ニ
を
同
号
ホ
と
し
、
同
号
中
ハ
を
ニ
と
し
、
同
号
ロ
中

｢

六
千
万
円｣

を

｢

一

億
円｣

に
改
め
、
同
ロ
を
同
号
ハ
と
し
、
同
号
イ
中

｢

六
千
万
円｣

を

｢

一
億
円｣

に
改
め
、
同
イ

を
同
号
ロ
と
し
、
同
ロ
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ

交
際
費
及
び
食
糧
費
に
係
る
支
出
負
担
行
為
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
四
運
営
部
長
の
項
中
第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
第
十
号
を
第
九
号
と
し
、
第
九
号
の
次
に

次
の
一
号
を
加
え
る
。

十

一
件
の
金
額
が
千
二
百
万
円
未
満
の
契
約
の
解
除
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
四
運
営
部
長
の
項
の
第
十
七
号
中

｢

に
限
る｣

を

｢

を
除
く｣

に
改
め
、
同
表
つ
く
し
が

丘
病
院
運
営
室
長
の
項
の
第
一
号
ニ
中

｢

割
振
り
、｣

の
下
に

｢

時
間
外
勤
務
代
休
時
間
及
び｣

を

加
え
、
同
項
の
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

つ
く
し
が
丘
病
院
の
職
員

(

院
長
等
を
除
く
。)

に
係
る
次
の
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

イ

時
間
外
勤
務
命
令

(

庶
務
担
当
課
長
及
び
看
護
部
長
の
専
決
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

に

関
す
る
こ
と
。

ロ

週
休
日
の
振
替
等
、
勤
務
時
間
の
割
振
り
、
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
及
び
休
日
の
代
休
日

の
指
定
並
び
に
休
暇

(

庶
務
担
当
課
長
及
び
看
護
部
長
の
専
決
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

及

び
部
分
休
業
の
承
認
等
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
四
課
長
等

(

つ
く
し
が
丘
病
院
運
営
室
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

の
項
の
第
十
一
号
及
び

課
長
等

(

つ
く
し
が
丘
病
院
運
営
室
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

の
項
の
第
九
号
中

｢

児
童
手
当
法｣

の
下
に

｢

及
び
平
成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
関
す
る
法
律｣

を
加
え
、
同
表

庶
務
担
当
課
長
の
項
第
二
号
中

｢

時
間
外
勤
務
命
令

(｣

の
下
に

｢

深
夜
、｣

を
加
え
、
同
表
看
護

部
長
の
項
の
第
一
号
中

｢

割
振
り
、｣

の
下
に

｢

時
間
外
勤
務
代
休
時
間
及
び｣

を
加
え
る
。

附

則

１

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
程
の
施
行
の
日
の
前
日
に
お
い
て
病
院
局
医
療
職
給
料
表
�
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の

う
ち
技
師
の
職
を
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
者
は
、
別
に
辞
令
を
発
せ
ら
れ
な
い
限
り
、
医
師
の
職
を
命

ぜ
ら
れ
た
も
の
と
す
る
。
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青
森
県
病
院
局
非
常
勤
職
員
等
の
任
用
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。平

成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
病
院
事
業
管
理
者

吉

田

茂

昭

青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
三
号

青
森
県
病
院
局
非
常
勤
職
員
等
の
任
用
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
病
院
局
非
常
勤
職
員
等
の
任
用
に
関
す
る
規
程

(

平
成
十
九
年
三
月
青
森
県
病
院
事
業
管

理
規
程
第
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
号
中

｢

三
十
二
時
間｣
を

｢
二
十
九
時
間｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
病
院
事
業
管
理
者

吉

田

茂

昭

青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
四
号

青
森
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程

(

平
成
十
九
年
三
月
青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
七
号)
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中

｢

四
十
時
間｣

を

｢

三
十
八
時
間
四
十
五
分｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢

十

六
時
間
か
ら
三
十
二
時
間
ま
で｣

を

｢

十
五
時
間
三
十
分
か
ら
三
十
一
時
間
ま
で｣

に
改
め
る
。

第
三
条
第
二
項
中

｢

午
後
五
時｣

を

｢

午
後
四
時
四
十
五
分｣

に
、

｢

八
時
間｣

を

｢

七
時
間
四

十
五
分｣

に
改
め
る
。

第
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中

｢

半
日
勤
務
時
間
の
割
振
り
変
更｣

を

｢

四
時
間
の
勤
務
時
間
の

割
振
り
変
更｣

に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
中

｢

四
十
五
分｣

の
下
に

｢

又
は
一
時
間｣

を
加
え
る
。

第
十
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

時
間
外
勤
務
代
休
時
間)

第
十
五
条
の
二

管
理
者
は
、
青
森
県
病
院
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程

(

平
成
十
九
年
三
月
青

森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
十
号
。
以
下

｢

給
与
規
程｣

と
い
う
。)

第
十
五
条
に
お
い
て
そ
の

例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

(

昭
和
二
十
六
年
七
月
青
森
県
条
例
第
三

十
七
号
。
以
下

｢

給
与
条
例｣

と
い
う
。)

の
適
用
を
受
け
る
者
に
適
用
さ
れ
る
給
与
条
例
第
十

三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
時
間
外
勤
務
手
当
を
支
給
す
べ
き
職
員
に
対
し
て
、
当
該
時
間
外
勤

務
手
当
の
一
部
の
支
給
に
代
わ
る
措
置
の
対
象
と
な
る
べ
き
時
間

(

以
下

｢

時
間
外
勤
務
代
休
時

間｣

と
い
う
。)

と
し
て
、
同
項
に
規
定
す
る
六
十
時
間
を
超
え
て
勤
務
し
た
全
時
間
に
係
る
月

(

第
三
項
に
お
い
て

｢

六
十
時
間
超
過
月｣

と
い
う
。)

の
末
日
の
翌
日
か
ら
同
日
を
起
算
日
と

す
る
二
月
後
の
日
ま
で
の
期
間
内
に
あ
る
第
三
条
又
は
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
が
割
り

振
ら
れ
た
日

(

以
下

｢

勤
務
日
等｣

と
い
う
。)

(

休
日

(

第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
休
日

を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。)

及
び
代
休
日

(

第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
代
休

日
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。)

を
除
く
。)

に
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
の
全
部

又
は
一
部
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
を
指
定
さ
れ
た
職
員
は
、
当
該
時
間
外
勤
務
代
休

時
間
に
は
、
特
に
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
る
場
合
を
除
き
、
正
規
の
勤
務
時
間
に
お
い
て
も

勤
務
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

３

管
理
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
を
指
定
す
る
場
合
に
は
、
同
項

に
規
定
す
る
期
間
内
に
あ
る
勤
務
日
等(

休
日
及
び
代
休
日
を
除
く
。
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。)

に
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
の
う
ち
、
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
の
指
定
に
代
え
よ
う
と
す
る
時
間

外
勤
務
手
当
の
支
給
に
係
る
六
十
時
間
超
過
月
に
お
け
る
給
与
規
程
第
十
五
条
に
お
い
て
そ
の
例

に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
給
与
条
例
の
適
用
を
受
け
る
者
に
適
用
さ
れ
る
給
与
条
例
第
十
三
条
第
四

項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
時
間(

以
下
こ
の
項
及
び
第
七
項
に
お
い
て｢

六
十
時
間
超
過
時
間｣

と
い
う
。)

の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
時
間
数
の
時
間
を
指
定

す
る
も
の
と
す
る
。

一

給
与
規
程
第
十
五
条
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
給
与
条
例
の
適
用
を
受
け
る

者
に
適
用
さ
れ
る
給
与
条
例
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
勤
務
に
係
る
時
間

(

次
号
に

掲
げ
る
時
間
を
除
く
。)

及
び
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
割
り
振
り
変
更
前
の
勤
務
時
間
を
超

え
て
し
た
勤
務
に
係
る
時
間

当
該
時
間
に
該
当
す
る
六
十
時
間
超
過
時
間
の
時
間
数
に
百
分

の
二
十
五
を
乗
じ
て
得
た
時
間
数

二

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例

(

平
成
四
年
三
月
青
森
県
条
例
第
五
号)

第
十
八
条

(

同
条
例
第
二
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
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た
給
与
規
程
第
十
五
条
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
給
与
条
例
の
適
用
を
受
け
る

者
に
適
用
さ
れ
る
給
与
条
例
第
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
又
は
給
与
条
例
第
十
三
条
第
二
項
に

規
定
す
る
七
時
間
四
十
五
分
に
達
す
る
ま
で
の
間
の
勤
務
に
係
る
時
間

当
該
時
間
に
該
当
す

る
六
十
時
間
超
過
時
間
の
時
間
数
に
百
分
の
五
十
を
乗
じ
て
得
た
時
間
数

三

給
与
規
程
第
十
五
条
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
給
与
条
例
の
適
用
を
受
け
る

者
に
適
用
さ
れ
る
給
与
条
例
第
十
三
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
勤
務
に
係
る
時
間

当
該
時

間
に
該
当
す
る
六
十
時
間
超
過
時
間
の
時
間
数
に
百
分
の
十
五
を
乗
じ
て
得
た
時
間
数

４

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
指
定
は
、
四
時
間
又
は
七
時
間
四
十
五
分

(

年
次
休
暇
の
時
間

に
連
続
し
て
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
を
指
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
年
次
休
暇
の
時
間
の

時
間
数
と
当
該
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
の
時
間
数
を
合
計
し
た
時
間
数
が
四
時
間
又
は
七
時
間
四

十
五
分
と
な
る
時
間)

を
単
位
と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

５

管
理
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
一
回
の
勤
務
に
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
の
一
部
に
つ

い
て
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
を
指
定
す
る
場
合
に
は
、
同
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
あ
る
勤
務
日

等
の
始
業
の
時
刻
か
ら
連
続
し
、
又
は
終
業
の
時
刻
ま
で
連
続
す
る
勤
務
時
間
に
つ
い
て
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
管
理
者
が
、
業
務
の
運
営
並
び
に
職
員
の
健
康
及
び
福
祉
を
考
慮

し
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

６

管
理
者
は
、
職
員
が
あ
ら
か
じ
め
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
の
指
定
を
希
望
し
な
い
旨
申
し
出
た

場
合
に
は
、
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
を
指
定
し
な
い
も
の
と
す
る
。

７

管
理
者
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
措
置
が
六
十
時
間
超
過
時
間
の
勤
務
を
し
た
職
員
の
健
康
及

び
福
祉
の
確
保
に
特
に
配
慮
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
前
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除

き
、
当
該
職
員
に
対
し
て
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
を
指
定
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

第
十
七
条
第
一
項
中

｢

第
三
条
又
は
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
が
割
り
振
ら
れ
た
日

(

以

下
こ
の
項
に
お
い
て

｢

勤
務
日
等｣

と
い
う
。)

｣

を

｢

勤
務
日
等｣

に
改
め
、｢

場
合
に
は
、｣

の
下
に

｢

当
該
休
日
前
に
、
当
該
休
日
に
代
わ
る
日

(

以
下

｢

代
休
日｣

と
い
う
。)

と
し
て
、
当

該
休
日
後
の
当
該｣

を
加
え
、

｢

休
日
を
除
く
。)

に
つ
い
て
、
当
該
休
日
前
に
、
当
該
休
日
に
代

わ
る
日

(

以
下

｢

代
休
日｣

と
い
う
。)

と
し
て
、
当
該
休
日
後
の
勤
務
日
等

(｣

を

｢

第
十
五
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
が
指
定
さ
れ
た
勤
務
日
等
及
び｣

に
改
め
る
。

第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
中

｢

掲
げ
る
日
数｣

を

｢

定
め
る
日
数｣

に
改
め
、
同
号
イ
中

｢

百
六

十
時
間｣

を

｢

百
五
十
五
時
間｣

に
、

｢

四
十
時
間｣

を

｢

三
十
八
時
間
四
十
五
分｣

に
改
め
、
同

項
第
二
号
中

｢

掲
げ
る
日
数｣

を

｢

定
め
る
日
数｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加

え
る
。た

だ
し
、
年
次
休
暇
の
残
日
数
の
す
べ
て
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
残
日

数
に
一
時
間
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
残
日
数
の
す
べ
て
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
九
条
第
四
項
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中｢

当
該
各
号
に
掲
げ
る｣

を｢

当
該
各
号
に
定
め
る｣

に
改
め
、
同
項
第
一
号
中

｢

八
時
間｣

を

｢

七
時
間
四
十
五
分｣

に
改
め
、
同
項
第
二
号
ア
中

｢

四

時
間｣

を

｢

三
時
間
五
十
五
分｣

に
改
め
、
同
号
イ
中

｢

五
時
間｣

を

｢

四
時
間
五
十
五
分｣

に
改

め
、
同
号
ウ
中

｢

八
時
間｣

を

｢

七
時
間
四
十
五
分｣

に
改
め
、
同
項
第
三
号
中

｢

一
時
間｣

を

｢

一
分｣

に
改
め
、
同
項
第
四
号
中

｢

勤
務
時
間｣

の
下
に

｢

の
時
間
数

(

一
分
未
満
の
端
数
が
あ

る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
時
間)

｣

を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
す
る
。

第
二
十
一
条
第
一
項
中

｢

掲
げ
る
期
間｣

を

｢

定
め
る
期
間｣

に
改
め
、
同
項
第
十
八
号
中

｢

週

休
日｣

の
下
に

｢

、
第
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
の
全
部
に
つ

い
て
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
が
指
定
さ
れ
た
勤
務
日
等｣

を
加
え
、
同
条
第
二
項
中

｢

休
暇｣

の
下

に

｢
(

以
下
こ
の
条
に
お
い
て

｢

特
定
休
暇｣

と
い
う
。)

｣

を
加
え
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を

加
え
る
。

た
だ
し
、
特
定
休
暇
の
残
日
数
の
す
べ
て
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
残
日

数
に
一
時
間
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
残
日
数
の
す
べ
て
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
一
条
第
三
項
中｢

第
一
項
第
十
三
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
の
休
暇｣

を｢

特
定
休
暇｣

に
、

｢

掲
げ
る
時
間
数｣

を

｢

定
め
る
時
間
数｣

に
改
め
、
同
項
第
一
号
中

｢

八
時
間｣

を

｢

七
時
間
四

十
五
分｣

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中

｢

八
時
間｣

を

｢

七
時
間
四
十
五
分｣

に
、

｢

一
時
間｣

を

｢

一
分｣

に
改
め
、
同
項
第
三
号
中

｢

八
時
間｣

を

｢

七
時
間
四
十
五
分｣

に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
第
一
項
中

｢

三
十
時
間｣

を

｢

二
十
九
時
間｣

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中

｢

非
常
勤

職
員
等
の｣

の
下
に

｢

時
間
外
勤
務
代
休
時
間
、｣

を
加
え
、

｢

第
十
六
条
及
び
第
十
七
条｣

を

｢

第
十
五
条
の
二
か
ら
第
十
七
条
ま
で｣

に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
の
二
第
一
号
中

｢

当
該
職
員
の
一
週
間
当
た
り
の
通
常
の
勤
務
時
間
に
十
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
時
間｣

を

｢

十
分
の
一
勤
務
時
間

(

当
該
職
員
の
一
週
間
当
た
り
の
通
常
の
勤
務
時
間

(

以
下
こ
の
条
に
お
い
て

｢

週
間
勤
務
時
間｣

と
い
う
。)

に
十
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
時
間
に
端

数
処
理

(

五
分
を
最
小
の
単
位
と
し
、
こ
れ
に
満
た
な
い
端
数
を
切
り
上
げ
る
こ
と
を
い
う
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。)

を
行
っ
て
得
た
時
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。)

｣

に

改
め
、
同
条
第
二
号
中

｢

当
該
職
員
の
一
週
間
当
た
り
の
通
常
の
勤
務
時
間
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て

得
た
時
間｣
を

｢

八
分
の
一
勤
務
時
間

(

週
間
勤
務
時
間
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
時
間
に
端
数

処
理
を
行
っ
て
得
た
時
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。)

｣

に
改
め
、
同
条
第
三
号
中

｢

当
該
職
員
の
一
週
間
当
た
り
の
通
常
の
勤
務
時
間
に
五
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
時
間｣

を

｢

五
分

の
一
勤
務
時
間

(

週
間
勤
務
時
間
に
五
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
時
間
に
端
数
処
理
を
行
っ
て
得
た
時

間
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。)

｣

に
改
め
、
同
条
第
四
号
中

｢

当
該
職
員
の
一
週
間
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当
た
り
の
通
常
の
勤
務
時
間
に
五
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
時
間｣

を

｢

五
分
の
一
勤
務
時
間｣

に
、

｢
当
該
職
員
の
一
週
間
当
た
り
の
通
常
の
勤
務
時
間
に
十
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
時
間｣

を

｢

十
分

の
一
勤
務
時
間｣

に
改
め
、
同
条
第
五
号
中

｢

二
十
時
間
、
二
十
四
時
間
又
は
二
十
五
時
間｣

を

｢

十
九
時
間
二
十
五
分
、
十
九
時
間
三
十
五
分
、
二
十
三
時
間
十
五
分
又
は
二
十
四
時
間
三
十
五
分｣

に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
第
一
項
中

｢

青
森
県
病
院
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程

(

平
成
十
九
年
三
月
青
森

県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
十
号)

｣

を

｢

給
与
規
程｣

に
改
め
る
。

第
六
十
五
条
中｢

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例(

昭
和
二
十
六
年
七
月
青
森
県
条
例
第
三
十
七
号)

｣

を

｢

給
与
条
例｣

に
改
め
る
。

別
表
第
五
の
年
次
休
暇
の
項
中

｢
一
時
間｣

の
下
に

｢

。
た
だ
し
、
残
日
数
の
す
べ
て
を
使
用
し

よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
残
日
数
に
一
時
間
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
残
日
数

の
す
べ
て
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。｣
を
加
え
、
同
表
の
特
別
休
暇
の
項
中

｢

を

｣

｢

に
改
め
、

｣

同
表
の
備
考
三
中

｢

。
以
下

｢

残
日
数｣

と
い
う｣

を
削
り
、

｢

残
日
数
を｣

を

｢

当
該
日
数
を｣

に
、

｢

残
日
数
は｣

を

｢

当
該
日
数
は｣

に
改
め
る
。

第
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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職
員
が
親
族
の
喪
に
服
す
る
場
合
に
与
え
ら

れ
る
休
暇

中
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子

(

配
偶
者
の
子
を
含
む
。)

を
養
育
す
る
職

員
が
、
そ
の
子
の
看
護

(

負
傷
し
、
又
は
疾

病
に
か
か
っ
た
そ
の
子
の
世
話
を
行
う
こ
と

を
い
う
。)

の
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相

当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
与
え
ら
れ

る
休
暇

職
員
の
妻
が
出
産
す
る
場
合
で
あ
っ
て
そ
の

出
産
予
定
日
の
八
週
間

(

多
胎
妊
娠
の
場
合

に
あ
っ
て
は
、
十
四
週
間)

前
の
日
か
ら
当

該
出
産
の
日
後
八
週
間
を
経
過
す
る
日
ま
で

の
期
間
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
出
産

に
係
る
子
又
は
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す

る
ま
で
の
子

(

妻
の
子
を
含
む
。)

を
養
育

す
る
職
員
が
、
こ
れ
ら
の
子
の
養
育
の
た
め

勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
と
き
に
与
え
ら
れ
る
休
暇

職
員
の
勤
務
時

間
、
休
日
及
び

休
暇
の
適
用
を

受
け
る
職
員
の

例
に
よ
る
。

当
該
期
間
内
に

お
け
る
五
日
に

当
該
任
用
期
間

の
月
数
を
乗
じ
、

十
二
で
除
し
て

得
た
日
数

(

一

日
未
満
の
端
数

は
、
切
り
捨
て

る
。)

職
員
が
親
族
の
喪
に
服
す
る
場
合
に
与
え
ら

れ
る
休
暇

中
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子

(

配
偶
者
の
子
を
含
む
。)

を
養
育
す
る
職

員
が
、
そ
の
子
の
看
護

(

負
傷
し
、
又
は
疾

病
に
か
か
っ
た
そ
の
子
の
世
話
を
行
う
こ
と

を
い
う
。)

の
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相

当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
与
え
ら
れ

る
休
暇

職
員
の
妻
が
出
産
す
る
場
合
で
あ
っ
て
そ
の

出
産
予
定
日
の
八
週
間

(

多
胎
妊
娠
の
場
合

に
あ
っ
て
は
、
十
四
週
間)

前
の
日
か
ら
当

該
出
産
の
日
後
八
週
間
を
経
過
す
る
日
ま
で

の
期
間
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
出
産

に
係
る
子
又
は
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す

る
ま
で
の
子

(

妻
の
子
を
含
む
。)

を
養
育

す
る
職
員
が
、
こ
れ
ら
の
子
の
養
育
の
た
め

勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
と
き
に
与
え
ら
れ
る
休
暇

職
員
の
勤
務
時

間
、
休
日
及
び

休
暇
の
適
用
を

受
け
る
職
員
の

例
に
よ
る
。

当
該
期
間
内
に

お
け
る
五
日
に

当
該
任
用
期
間

の
月
数
を
乗
じ
、

十
二
で
除
し
て

得
た
日
数

(

一

日
未
満
の
端
数

は
、
切
り
捨
て

る
。)

一
日
、
半
日

又
は
一
時
間

一
日
、
半
日

又
は
一
時
間
。

た
だ
し
、
残

日
数
の
す
べ

て
を
使
用
し

よ
う
と
す
る

場
合
に
お
い

て
、
当
該
残

日
数
に
一
時

間
未
満
の
端

数
が
あ
る
と

き
は
、
当
該

残
日
数
の
す

べ
て
を
使
用

す
る
こ
と
が

で
き
る
。



� �
第
２
号
様
式
(第
24条
関
係
)

(表
)

(記
入
上
の
注
意
)

１
※
印
の
欄
は
､
職
員
が
記
入
又
は
押
印
す
る
｡

２
｢残
日
数
・
時
間
｣
欄
に
は
､
７
時
間
45分

(斉
一
型
短
時
間
勤
務
職
員
の
場
合
は
勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時
間
の
時
間

数
(１
分
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
､
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
時
間
)
)
の
年
次
休
暇
は
１
日
の
年
次
休
暇
に
相
当
す
る

も
の
と
し
て
算
出
し
た
残
日
数
・
時
間
数
を
記
入
す
る
｡

(裏
)
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所
属
名

年
次
休
暇
簿
(

年
分
)

青
森
県
病
院
事
業
管
理
者

殿職
名

氏
名

年
次
休
暇
の
日
数

日
時
間
前
年
か
ら
の

繰
越
し
日
数

日
時
間
本
年
分
の
日
数

日
時
間

確
認
の
印

月
日

時
分
か
ら

月
日

時
分
ま
で

月
日

時
分
か
ら

月
日

時
分
ま
で

月
日

時
分
か
ら

月
日

時
分
ま
で

月
日

時
分
か
ら

月
日

時
分
ま
で

月
日

時
分
か
ら

月
日

時
分
ま
で

月
日

時
分
か
ら

月
日

時
分
ま
で

月
日

時
分
か
ら

月
日

時
分
ま
で

月
日

時
分
か
ら

月
日

時
分
ま
で

月
日

時
分
か
ら

月
日

時
分
ま
で

月
日

時
分
か
ら

月
日

時
分
ま
で

月
日

時
分
か
ら

月
日

時
分
ま
で

※
期

間

日

時
間 日

時
間 日

時
間 日

時
間 日

時
間 日

時
間 日

時
間 日

時
間 日

時
間 日

時
間 日

時
間

日
時
間分 日
時
間分 日
時
間分 日
時
間分 日
時
間分 日
時
間分 日
時
間分 日
時
間分 日
時
間分 日
時
間分 日
時
間分

※残
日
数

・
時
間

※本
人
印

月
日

月
日

月
日

月
日

月
日

月
日

月
日

月
日

月
日

月
日

月
日

※届
出
月
日

備
考

確
認
の
印

月
日

時
分
か
ら

月
日

時
分
ま
で

月
日

時
分
か
ら

月
日

時
分
ま
で

月
日

時
分
か
ら

月
日

時
分
ま
で

月
日

時
分
か
ら

月
日

時
分
ま
で

月
日

時
分
か
ら

月
日

時
分
ま
で

月
日

時
分
か
ら

月
日

時
分
ま
で

月
日

時
分
か
ら

月
日

時
分
ま
で

月
日

時
分
か
ら

月
日

時
分
ま
で

月
日

時
分
か
ら

月
日

時
分
ま
で

月
日

時
分
か
ら

月
日

時
分
ま
で

月
日

時
分
か
ら

月
日

時
分
ま
で

月
日

時
分
か
ら

月
日

時
分
ま
で

月
日

時
分
か
ら

月
日

時
分
ま
で

月
日

時
分
か
ら

月
日

時
分
ま
で

月
日

時
分
か
ら

月
日

時
分
ま
で

※
期

間

日

時
間 日

時
間 日

時
間 日

時
間 日

時
間 日

時
間 日

時
間 日

時
間 日

時
間 日

時
間 日

時
間 日

時
間 日

時
間 日

時
間 日

時
間

日
時
間分 日
時
間分 日
時
間分 日
時
間分 日
時
間分 日
時
間分 日
時
間分 日
時
間分 日
時
間分 日
時
間分 日
時
間分 日
時
間分 日
時
間分 日
時
間分 日
時
間分

※残
日
数

・
時
間

※本
人
印

月
日

月
日

月
日

月
日

月
日

月
日

月
日

月
日

月
日

月
日

月
日

月
日

月
日

月
日

月
日

※届
出
月
日

備
考



� �
｢

｢
日

日

第
三
号
様
式
中

を

時
間

に
、

時
間

分
｣

｣
｢

を

｣
｢

(記
入
上
の
注
意
)

１
※
印
の
欄
は
､
職
員
が
記
入
又
は
押
印
す
る
｡
た
だ
し
､
第
21条
第
１
項
第
10号
の

特
別
休
暇
に
つ
い
て
は
､
管
理
者
が
記
入
す
る
も
の
と
す
る
｡

２
｢残
日
数
・
時
間
｣
欄
に
は
､
特
定
休
暇
(第
21条
第
１
項
第
13号
か
ら
第
15号
ま

に

で
の
特
別
休
暇
)
を
使
用
す
る
場
合
に
限
り
､
７
時
間
45分

(斉
一
型
短
時
間
勤
務
職

員
の
場
合
は
勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時
間
の
時
間
数
(７
時
間
45分
を
超
え
る
場
合
は
７

時
間
45分
と
し
､
１
分
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
､
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
時
間
)
)

の
当
該
休
暇
は
１
日
の
当
該
休
暇
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
算
出
し
た
残
日
数
・
時
間

数
を
記
入
す
る
｡

｣

改
め
る
。

第
九
号
様
式
の
二
中

｢週
時
間
勤
務
｣

を

｢週
時
間

分
勤
務
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
病
院
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
病
院
事
業
管
理
者

吉

田

茂

昭

青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
五
号

青
森
県
病
院
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
病
院
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程

(

平
成
十
九
年
三
月
青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第

十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
一
項
中

｢

職
員｣

の
下
に

｢
(

以
下
こ
の
条
に
お
い
て

｢

職
員｣

と
い
う
。)

｣

を
加

え
、
同
条
第
二
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

五

母
体
・
胎
児
集
中
治
療
管
理
部
又
は
産
婦
人
科
に
勤
務
す
る
職
員

(

次
の
業
務
に
複
数
の
職

員
が
従
事
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
主
と
し
て
従
事
す
る
者
一
名
に
限
る
。)

が
、
分
娩
時
の
診

療
等
の
業
務
に
従
事
し
た
場
合
の
業
務
一
回
に
つ
き
一
万
円
と
し
て
計
算
し
て
得
た
額

六

新
生
児
集
中
治
療
管
理
部
に
勤
務
す
る
職
員

(

次
の
業
務
に
複
数
の
職
員
が
従
事
す
る
場
合

に
あ
っ
て
は
主
と
し
て
従
事
す
る
者
一
名
に
限
る
。)

が
、
新
生
児
集
中
治
療
管
理
室
に
新
た

に
入
院
す
る
新
生
児
の
入
院
時
の
診
療
等
の
業
務
に
従
事
し
た
場
合
の
業
務
一
回
に
つ
き
一
万

円
と
し
て
計
算
し
て
得
た
額

別
表
第
五
の
病
院
局
医
療
職
給
料
表
�
以
外
の
給
料
表
が
適
用
さ
れ
る
職
員
の
表
中

｢

総
務
課
長

経
理
課
長

管
理
課
長

中
央
病
院
医
学
物
理
指
導
監

を

中
央
病
院
病
理
指
導
監

中
央
病
院
薬
剤
部
長

中
央
病
院
看
護
部
看
護
指
導
監

｣
｢

総
務
課
長

管
理
課
長

中
央
病
院
医
学
物
理
指
導
監

中
央
病
院
病
理
指
導
監

に
改
め
る
。

中
央
病
院
薬
剤
部
長

中
央
病
院
看
護
部
看
護
指
導
監

中
央
病
院
患
者
・
家
族
相
談
支
援
室
次
長

｣

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

正

誤

病
院
局
経
営
企
画
室

青 森 県 報平成22年３月31日 水曜日 号外第28号 �� �

平
成
��･

�･

��

第
三
一
九
二
号

発
行
年
月
日

発
行
番
号

病
院
事
業

管
理
規
程

区

分

第
一
一
号

番

号

�

ペ
ー
ジ

下 段

�
行

第
十
一
号

誤

第
一
号 正

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


